
 

【主要部分の日本語仮訳（要約）】 

 

「仏暦２５４８年非常事態における統治に関する勅令」（非常事態令） 

非常事態令第９条に基づく決定事項（第１８号） 

 

 昨年３月２６日付のタイ王国全土を対象とした非常事態宣言の発令、及び９度目となる本年

２月２８日までの同宣言の適用期間の延長に関し、非常事態令第９条及び仏暦２５３４年国家

行政規則法第１１条に基づき、首相は一般的な決定事項、及び全ての当局職員の行動規則とし

て、次のとおり発令する。 

 

 第１項 地域の決定 

 （１）最高度厳格管理地域 サムットサコン県を、仏暦２５６４年１月６日付決定事項（第

１７号）第２項の規定（当館注：出入域時のアプリケーション「モー・チャナ」の利用、出域

時の身分証・当局発行書類の提示）に従い厳格な措置を適用する、最高度厳格管理地域とす

る。 

 （２）最高度管理地域 バンコク都、ノンタブリ県、パトゥムタニ県、サムットプラカン県

を、仏暦２５６４年１月３日付決定事項（第１６号）で定めた最高度管理地域における措置を

適用する、最高度管理地域とする。 

 （３）管理地域、高度監視地域、監視地域 公衆衛生救急オペレーションセンター（ＥＯ

Ｃ）が、ＣＯＶＩＤ－１９問題解決センター（ＣＣＳＡ）、内務省とともに、検討・評価・分

類を行い、首相への提案を行う。 

 

 第２項 学校・教育機関の施設の使用 

 最高度厳格管理地域を除き、すべての学校・教育機関は、当局の定めた方針に沿った形式

で、授業、試験、研修、各種活動のために施設を利用することができる。 

 

 第３項 最高度厳格管理地域における措置 

 （１）県知事に対し、県対策本部の同意の下、必要に応じて、同地域内にある施設を一時的

に閉鎖、もしくは感染リスクがある活動を一時的に禁止するよう命令せしめる。 

 対象となる施設・活動は、少なくとも以下のものが含まれる。 

 サービス施設・類似施設、パブ、バー、カラオケ、入浴施設、個室付浴場、健康増進施設、

マッサージ施設、ボードゲーム場、ゲーム・インターネット店、ムエタイ場、屋内運動施設、

ジム、フィットネス、子どもの遊技場、遊園地、公共交通機関の駅・停留所。 

 （２）仏暦２５６４年１月３日付決定事項（第１６号）第２項の例外規定の特徴を有する活

動を除き、会議、セミナー、宴会といった大人数の人が集まり感染が広がりやすい活動を禁止

する。 

 （３）以下の場所、活動、事業は、一定の条件の下での営業を認める。 

 ア 飲食物の販売は、当局の定めた感染防止措置の下で店内飲食を認め、２１時００分まで

の営業を認める。酒類の店内消費は禁ずる。 

 イ ショッピングセンター、コミュニティーモール、展示場、会議場は、２１時００分まで

の営業を認める。スーパーマーケット、小売店、個人商店、及び類似の施設は、同地域におけ

る通常の営業時間で営業することができる。 

 ウ 市場は、当局が定めた感染防止措置の下で営業を認める。 



 エ 子どもセンター、宿泊を伴う高齢者介護施設、及び類似施設は、営業することができ

る。 

 オ 工場は、規定の感染防止措置の下、営業することができる。 

 

 第４項 最高度管理地域における措置 

 （１）施設の閉鎖、活動の禁止、越境移動の審査、民間事業者の勤務体制についての協力要

請において、仏暦２５６４年１月３日付決定事項（第１６号）で定めた措置を実施せしめる。 

 （２）施設の営業、活動の実施にあたり、仏暦２５６４年１月３日付決定事項（第１６号）

第４項に基づく実施条件を継続する。ただし、飲食物の販売は、当局の定めた感染防止措置の

下、２３時００分まで店内飲食を認め、それ以降は持ち帰りのみとする。 

 （３）競技場、運動場、練習場は、当局が定めた感染防止措置の下、観客を伴わない形で競

技を実施することにより、営業することができる。 

 

 第５項 管理地域における措置 

 当局が定めた条件・感染防止策の下、以下の通り施設の営業、活動の実施を認める。 

 （１）サービス施設、パブ、バー、カラオケは、同地域の営業時間の範囲内、ただし２３時

００分までを上限に営業を行うことができる。 

 （２）飲食物の販売は、通常どおり、ただし２３時００分を上限に販売できる。 

 （３）レストラン等での酒類の販売は、２３時００分を上限に販売できる。 

 

 第６項 高度監視地域 

 当局が定めた条件・感染防止策の下、以下の通り施設の営業、活動の実施を認める。 

 （１）サービス施設、パブ、バー、カラオケは、同地域の営業時間の範囲内、ただし２４時

００分までを上限に営業を行うことができる。 

 （２）飲食物の販売は、通常どおり、ただし２４時００分を上限に販売できる。 

 （３）レストラン等での酒類の販売は、２４時００分を上限に販売できる。 

 

 第７項 監視地域 

 当局が定めた条件・感染防止策等を実施する準備が整い次第、施設の営業及び活動の実施を

認める。 

 

 第８項 当局職員に賭博場や違法行為が行われている場所を厳格に捜査せしめる。 

 

 第９項 バンコク都知事及び各県知事は、外国人労働者の移動及び輸送に関し、各地の状況

に応じて、厳格な感染防止措置の下、通勤のための越境移動を認めることを検討することがで

きる。 

 

 第１０項 バンコク都知事及び各県知事は、各地の実情に合わせた措置を取るため、ＣＣＳ

Ａオペレーションセンターに調査・検討を依頼し、首相に対して区・郡単位での措置の検討を

提案することができる。 

 

 第１１項 （感染防止措置の実施に関する県知事・当局職員の権限） 

 

 以上の内容は、仏暦２５６４年２月１日から変更の指令が あるまで適用される。  

 



仏暦２５６４年（西暦２０２１年）１月２９日 

プラユット・チャンオーチャー 陸軍大将 首相  

 

タイ語原文 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/022/T_0043.PDF 

 

仏暦２５６４年１月３日付決定事項（第１６号）主要部分の日本語仮訳  

https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100132405.pdf 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/022/T_0043.PDF

